
平成20年 3月 より、

◆政府管掌健康保険の介護保険料率の改正
政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成20年 3月分保険料(平成20年 4月 30日 納付期限分)

から、1.13%(現 在は1.23%)と なります。

これにより、40歳 から64歳 までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料

率は、医療に係る保険料率 (8.2%)と 合わせて、9.33%(現 在は9.43%)と なります。

※健康保険組合に加入されている方の保険料率は、別途加入されている健康保険組合にご確認ください。

◆自己負担割合の改正
【乳幼児の負担軽減策 (2割)を 小学校入学部までに拡大】

現在、3歳未満の乳幼児については医療機関にかかつたときの自己負担割合が2割 となつて

いますが、その対象年齢が小学校入学前までに拡大されます。

【高齢受給者の自己負担割合の握え置き】 .

平成18年 の制度改正により、平成20年 4月から70～ 74歳 の方(現役並み所得者を除

く)の自己負担害1合が2害1とされましたが、

置かれます。

◆高額介護合算療養費の倉J設
医療保険各制度 (健康保険、国民健康保険等)の 世帯に介護保険の受給者がいる場合に、被

保険者からの申請に基づき、高額療養費の算定対象となる世帯単位で、医療保険と介護保険の

自己負担額を合算した額が、新たに設定される自己負担限度額を超えた場合に支給されます。

◆ 入 院 時生 活 療 養 費 の 支給 対 象 者 の拡 大

療養病床に入院する65～ 69歳 の方も入院時生活療養費が現物給付されるとともに、 「生

活療養標準負担額」を負担していただくこととなります。

◆後期高齢者医療制度の倉J設
75歳 以上の方または 65～ 74歳 の方で

一定の障害の状態にあることにつき広域連合の認

定を受けた方は、後期高齢者医療制度に加入することとなります。

この場合、現在加入 している政府管掌健康保険の被保険者
・被扶養者ではなくなります。

また、被保険者が資格喪失した場合、 75歳 未満の扶養されている方も被扶養者でなくなる

ため、新たに国民健康保険等に加入することとなります。

【後期高齢者医療制度の施行に伴う被保険者資格喪失届、被扶養者 (異動)届の提出について】

被保険者もしくは被扶養者が75歳 に到達した場合、社会保険事務所から事業主様あてに被保険者、

被扶養者の情報をプリントした被保険者資格喪失届もしくは被扶養者 (異動)届 を送付します。

事業主の皆様には、プリント内容をご確認いただき、必要事項を記入、押印のうえ、届書とともに被

保険者証を添付し、社会保険事務所にご返送くださいますようお願いいたします。

事業主の皆様へ》従業員の方々へ通知の励行をお願いします。
社会保険事務所から従業員の方の社会保険の被保険者資格の取得日

・喪失日、標準報酬

月額、標準賞与額の決定等について通知された場合は、法律によりその内容について従業員

おります。今後とも社会保険に関する届出等、ご

協力の程よろしくお願いします。

社会保険庁 h“ぃ伽附脚口Sia.goJpr



O平 成 20年 3月分からの
健康保険 ,厚生年金保険料額表

介護保険料率  :平 成20年 3月 1日～ 適 用

厚生年金保険料率 :平成 19年 9月 1日～平成20年 8月 31日  適 用

児童手当拠出金率 :平成 19年 4月 1日～ 適 用

年 金 保 険 料政 府 管 掌 健 康 保 険 料
一   般

( 厚生 年 金 基 金 加 入 員 は 除 く ) ( 厚生 年 金 基 金 加 入 員 は除 く)に該当しない場合

78164

114 000 ～   1

20 094 64

27 118.14(10)

191126 5

115000～ 1.1

府管掌の健康保険料率

介護保険第2号被保険者に該当しない場合
…82%

″ 第 2号被保険者に該当する場合 …933%

年金保険料率
一般の被保険者 … ………………………14996%

※厚生年金基金加入員  … 9996%～ 12596%

坑内員 ,船員の被保険者 … ………
……15952%

※厚生年金基金加入員  … 10952%～ 13552%

日本たばこ産業株式会社の被保険者  … 15550/6

旅客鉄道会社等の被保険者   … ……封5690/6

農林漁業団体事業所等の被保険者 … …15766%

児童手当拠出金卒    … ……… ……013%

(事業主が全額負担)

※ 「介護保険第2号被保険者」とは、40歳 以上65歳 未満の方です。

※等級欄 ( )内 の数字は、厚生年金保険の標準報酬月額等級です。

5(1)等 級の 「報酬月額」欄は厚生年金保険の場合、 「93,000日以上101,000円未満」を 「101,000円未満」と読み替えてください。

34(30)等 級の 「報酬月額」欄は厚生年金保険の場合、 「605,000円以上635,000円未満」を 「605,000円以上」と読み替えてください。

●健康保険組合における保険料額については、加入する健康保険組合へお問い合わせください。

・
富雪 こ榛名侯隆描騒ZttLす る場合は、この保険料額表は使用

事事戸長模襖料率は、標準報酬月額に係る保険料と同じです。)賞与に係る保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となり

標準賞与額は、各被保険者の賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額となつています。

窒誓塁品雷墾歳野Tぁ、督唇据け片管冒暑為示至楓ど客行曇昇r日
から翌年3月31日までの累計額)となり、厚生年金保険、児

・
る雪窒室果r窓ビ雰g頼済置響瞥指療署否揮景鰈 楡 負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨てし、50銭を超え
る場合は切り上げして1円となります。
②被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭 未満の場合は切り捨てし、50銭

以上の場合は切り上げして1円となります。
(注)①、②に関わらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。



健康保険法第3条第2項被保険者

を雇用される事業主の皆様ヘ

介護保険料率が平成 20年 4

1.13%(現 在の料率は

月 1日から、
1日 230 / o ) 1こ変わり

ます。

また、医療保険制度改正により、自己負担割合等

の見直しが行われます。

介護保険料率の改正に伴い、40歳 から64歳 までの介護保険第 2号 被保険者に該当する

健康保険法第 3条 第 2項 被保険者の方の保険料額が改正され、あわせて 「健康保険被保険者

手帳」に貼付 していただく健康保険印紙が変わ ります。 (第2級 を除きます。)

平成 20年 4月 1日 以降、該当する健康保険印紙を使用する場合は、健康保険印紙を販売

する郵便局等でご購入ください。

これまで使用された健康保険F口紙 (以下 「旧健康保険印紙」といいます。)は 、平成2

0年 4月 1日以降、使用できなくなるので、平成20年 9月 30日 までに健康保険印紙を

販売する郵便局等で買い戻しの請求を行つてください。

平成20年 10月 1日以降は、買い戻しが一切できませんので、忘れずに行つてください。

標準賃金日額
賃金日額

保 険 料 日 額

介護保険第2号被保険者
に該当しない方

介護保険第2号被保険者
に該当する方

等 級 日額 被保険者 事業主 合計額 被保険者 事業主 合計額

第1級
円

3,000

円以上   円 未満

～  3,500

円

120

円

190

円

3 1 0

円

　

３５

円

　

１５２

円

350

第2級 4,400 3,500 -  5,000 Ｏ
Ｏ 290 470 205 325 530

筆 a締 5,750 5,000 -  6,500 235 375 610 ,AS 4,S nOn

第4級 7,250 6,500 -  8,000 295 475 770 335 535 870

第5級 8,750 8,000 -  97500 355 575 930 405 655 1,060

第6級 10,750 9,500 - 12,000 440 710 1,150 500 810 1,310

第7級 13,250 12,000 - 14,500 540 870 1,410 615 995 1,610

第8級 151750 14,500 ハ▼ 17,000 645 1,045 1,690 730 1,180 1,910

第9級 18,250 17,000 - 19,500 745 1,205 1,950 850 1,370 2,220

第10級 21,250 19,500 - 23,000 870 1,410 2,280 990 1,600 2,590

第H級 24,750 23,000 ～ 1,010 1,630 2,640 1,150 1,860 3,010

※ |      |が 、今回改正されたものです。

※介護保険第 2号 被保険者に該当しない方の保険料額と健康保険印紙は、今までと変わ りま

せん。

社 会 保 険 庁



健康保険印紙の買い戻しについて

旧健康保険印紙 (10券 種)に つきましては、平成20年 3月 31日 まで使用していただ

き、平成20年 4月 1日以降新しい健康保険印紙を使用していただくこととなります。これ

により、旧健康保険印紙は平成20年 4月 1日以降使用できませんので、平成20年 4月 1

日から平成20年 9月 30日 までに健康保険印紙を販売する郵便局等で買い戻しの請求を行

ってください。 (この期限を過ぎた場合、買い戻しの請求に応じることが出来ませんので、

)

なお、今回の改正にともなう旧健康保険印紙の買い戻しの請求は、社会保険事務所長の確

認は必要ありませんので、健康保険印紙購入通帳、印章及び旧健康保険印紙を健康保険印紙

を販売する郵便局等へご持参の上、買い戻し請求の手続きを行つてください。

※健康保険印紙の販売郵便局等については、

社会保険庁ホームページ (http:〃wwMsia.go.jp/)に掲載しております。

社会保険庁ホームページの トップページから社会保険制度 (医療保険)の ペ
ージヘお進み

ください。

畿軍戴 2む 年奉!爵からの盛犠敬置内容

【乳幼児の負担軽減策 (2割)を 小学校入学前までに拡大】

現在、 3歳 未満の乳幼児については医療機関にかかつたときの自己負担割合が 2割 となつ

ていますが、その対象年齢が小学校入学前までに拡大されます。

【高齢者の自己負担割合の据え置き】

平成 18年 の制度改正により、平成 20年 4月 から70～ 74歳 の方の自己負担割合が 2

割とされましたが、平成 20年 4月 から平成 21年 3月 まで 1割 に据え置かれます。

【高額介護合算療養費の創設】

医療保険各制度 (健康保険、国民健康保険等)の 世帯に介護保険の受給者がいる場合に、

被保険者からの申請に基づき、高額療養費の算定対象となる世帯単位で、医療保険と介護保

険の自己負担額を合算 した額が、新たに設定される自己負担限度額を超えた場合に支給され

ます。

【後期高齢者医療制度の創設】

75歳 以上の方または 65～ 74歳 の方で
一定の障害の状態にあることにつき広域連合の

認定を受けた方は、後期高齢者医療制度に加入することとなります。

この場合、現在加入 している日雇特例被保険者の保険の被保険者
B被扶養者ではなくなり

ます。

また、被保険者が資格喪失 した場合、 75歳 未満の扶養されている方も被扶養者でなくな

るため、新たに国民健康保険等に加入することとなります。


